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1034010
旅券申請受付・交付事務川口
市パスポートセンター特区

　本市は、平成１９年４月１日から埼玉県の「知
事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」
に基づき、一般旅券の申請受理、交付等について
権限移譲を受け、川口市パスポートセンターで事
務を実施しているが、申請できるのは本市の住民
に限られていることから、近隣市の住民について
も旅券の申請・交付ができるようにするものであ
る。また、これに併せて、本市パスポートセン
ターにおいて、住民基本台帳ネットワークシステ
ムによる住民票の確認を可能にするものである。

　川口市パスポートセンターは、年間約１９，０００件の川口市民からの旅券申請書を受理して
おり、申請書は審査後県パスポートセンターへ送付し、県で作成した旅券を川口市パスポートセ
ンターにおいて交付している。これを川口市民に限らず、県パスポートセンターへの申請と同様
に、近隣市の住民についても旅券申請受理・交付事務ができるようにするものである。
提案理由
　川口市が権限移譲を受けた旅券事務は、地方自治法第２条第２項に基づき処理しているが、近
隣市の住民は近くに川口市パスポートセンターがあるにもかかわらず、遠方の大宮のパスポート
センターへ行かなければならない状況であり、川口市パスポートセンターで申請は出来ないのか
との問い合わせが多く寄せられている。このため、県南地区の中心に位置し、交通の便がよい川
口市パスポートセンターで近隣市の住民も申請等ができるようにすることで、広く住民の利便性
の向上に寄与するとともに、より多くの方々が川口市へ来ることで、駅周辺地域の活性化とにぎ
わいの創出につなげるものである。
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1047010
外国人に関する年金制度の見
直し

外国人研究者等の年金加入期間が通算されるよ
う、日本と母国との間の社会保障協定締結国を拡
大するとともに、未締結国の外国人研究者が受給
資格期間を満たさずに帰国する場合の脱退一時金
について、在留期間5年の納付期間に対応した支
給を行う。

　世界最大の大型放射光施設SPring-8を擁し、先端分野に関わる放射光研究が展開されている播
磨科学公園都市の特性を活かし、これまで外国人研究者の受入れ促進を図ってきた。
　外国人研究者に加入が義務付けられている年金についても、その脱退一時金の支払いに関して
見直し要望があることから、社会保障協定対象国の拡大を求めるとともに、脱退一時金支給の見
直しを行うことにより、外国人研究者の受入環境を整え、人材の集積を強化し、研究開発成果の
実用化や新産業創出による地域全体の経済活性化を目指す。
提案理由：
　社会保障協定により年金の二重加入等の問題の解決が図られてきているが、未だ協定未締結の
国があり、それらの国からも実際に研究者を受け入れている（ロシア、ポーランド等）ことか
ら、受け入れた外国人研究者の年金について、取扱いの格差をなくすため、早急に当該協定の締
結をお願いしたい。
　また、外国人研究者に対しては、受給資格を満たさない場合に脱退一時金の請求が可能である
が、保険料納付期間が3年までの場合はその期間にあわせて段階的に脱退一時金が支給されるも
のの、3年以上では一定額しか支給されない。脱退一時金は納付した保険料の一部を払い戻す趣
旨であり、保険料を多く納めた人にはそれに見合う額を返還する必要があると考えられるため、
在留期間の上限の5年に合わせ、年金保険の脱退一時金についても5年までの納付期間に対応した
支払いを可能としていただきたい。
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